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１【提出理由】

平成23年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出

するものであります。

　

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年３月30日

　

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金処分の件

①  株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円  　　　　　　  総額61,539千円

当社Ａ種無議決権種類株式１株につき金５円    総額 8,125千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    合計69,664千円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年３月31日

　

第２号議案  定款一部変更の件

　

第３号議案  取締役７名選任の件

取締役として、山田俊之、髙村信孝、山田大補、佐藤伸男、稲垣治、立山繁美、及び河野義郎を選任する。

　

第４号議案  監査役４名選任の件

(原案)

監査役として、酒井忠、岩﨑守康、山口健一、及び岡田清を選任する。

(修正案)

監査役として、村田雅章、岩﨑守康、山口健一、及び岡田清を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

　

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果
（賛成の割合）

第１号議案 8,329 13 0 (注)１ 可決 (96.16％)

第２号議案 9,955 12 0 (注)２ 可決 (96.77％)

第３号議案 　 　 　

(注)３

　 　

山田俊之 8,320 22 0 可決 (96.05％)

髙村信孝 8,321 21 0 可決 (96.06％)

山田大補 8,321 21 0 可決 (96.06％)

佐藤伸男 8,319 23 0 可決 (96.04％)

稲垣　治 8,319 23 0 可決 (96.04％)

立山繁美 8,322 20 0 可決 (96.07％)

河野義郎 8,318 24 0 可決 (96.03％)

第４号議案の修正動議 　 　 　

(注)３,４,５

　 　

村田雅章 6,351 2,189 122 可決 (73.32％)

岩﨑守康 8,369 188 105 可決 (96.62％)

山口健一 8,370 187 105 可決 (96.63％)

岡田　清 8,370 187 105 可決 (96.63％)

(注) １  出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上に当たる多数の賛成であります。

３  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の

賛成であります。

４  第４号議案の原案は、修正動議が可決されたことに伴い、否決されたものとして取り扱っております。従って、

原案に対する賛成、反対等の議決権の数は集計しておりません。

５  第４号議案の修正動議に係る候補者のうち、村田雅章氏については、原案の候補者であった酒井忠氏に代えて

監査役候補者とする旨を提案された者であったため、酒井忠氏を監査役として選任することについての当該

株主総会前日までの事前行使による賛成及び反対の意思表示を、それぞれ、村田雅章氏を監査役として選任す

ることについての反対及び棄権の意思表示として取り扱っております。また、岩﨑守康、山口健一、岡田清の各

氏については、原案からの修正が無いため、岩﨑守康、山口健一、岡田清の各氏を監査役として選任することに

ついての当該株主総会前日までの事前行使による賛成及び反対の意思表示を、修正動議における意思表示と

してそのまま取り扱っております。

　

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認で

きた分を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日

出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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